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プルーデンシャ
ル規制

資本要求規制 III / 資本要求指令 VI (CRR3/CRD6) 2026年1月10日: CRD6の国内法化期日及び適用開
始

2027年1月：CRR3に基づくトレーディング勘定の抜本
的見直し（FRTB）の適用（1月1日）及びCRD6に基づく
第三国支店制度（TCB）の適用（1月11日）

Pillar 3 データハブ (P3DH) 2025年12月: P3DH情報の一般公開

破綻処理と預金保険 (CMDI) フレームワーク CMDI フレームワーク（CMDI 指令、DGS 指令、CMDI 
規則）の採択及び発効予定 改正 CMDI指令及びDGS指令の国内法化予定 改正 CMDI 指令及び DGS 指令の国内法化予定と、CMDI フレームワークの全面適用予

定

EU証券化フレームワーク フレームワークの見直しイニシアチブの完了 改正証券化フレームワークの適用予定

監督上の検証・評価プロセス (SREP) SREP手続、手法及び監督上のストレステストに関する
EBAガイドラインの適用予定

ソルベンシーIIのレビュー 2027年1月29日: 改正ソルベンシーII指令の国内法化
及びその翌日から適用

キャピタルマー
ケット T+1 決済サイクル

T+1決済の業界全体での導入フェーズ 2027年: テストフェーズ 2027年10月11日: 証券取引におけるT+1決済サイク
ルの開始

2026年1月17日: CSDRの全面適用
2026年12月7日:アロケーション、確認、コミュニケー
ション、顧客データ、決済アラインメント、PSETおよび
取引類型に関する更新ルールの適用

2027年7月1日：CSDsによる決済フェイルデータの報
告及び公表方法に関する規則の適用

欧州市場インフラ規制及び指令 (EMIR) III 2026年7月10日：EMIR 3 指令の移行期限 2028年6月30日：英国CCPsに対するEUの一時的な同等性承認の
失効予定

金融商品市場規制 (MiFIR II)/金融商品市場指令 (MiFID) III 2026年6月30日: PFOF慣行の廃止

Savings and Investments Union (SIU) （市場統合パッケージ (MIP)を含む） SIUに基づく立法提案（市場統合パッケージ、PEPP規
則2.0及びIORP II指令の改正）

支払最終決済規則（SFR）及びIORP IIの改正に関する
意見募集の締め切りと、ベンチャー・グロースキャピタ
ルファンド改革イニシアティブの立ち上げ

AIFMD、UCITS、MiFIR、EMIR、CSDR、DLT、MiCA、
CBDR、証券化、ESGレーティング、グリーンボンド（網
羅的ではない）に対する改正案についての MIP コン
サルテーションの終了予定

EUの銀行システムの評価報告書を発表予定 欧州ベンチャーキャピタルファンド規則の見直しに関
する立法提案の公表予定

SIU の達成に向けた全体的な進捗状況に関する中間
レビューの公表予定 2027年半ば：MIP のスタートアップフェーズの予定

EU 上場法 2026年6月6日：上場法（Listing Act）の適用

金融犯罪 EU AML Authority (AMLA) の設立に関する規則
2025年12月31日：金融機関に対するEBAの直接的権
限及び、EBA監督評議会におけるAMLAへの正式なオ
ブザーバー資格の付与

2028年1月1日：AMLA による選定された義務的主体の直接監督

AML/CFT指令(AMLD VI) 及びAML/CFT規制 (AMLR)
2026年7月10日：実質的支配者登録簿へのアクセス、
正当な利益に基づくアクセス、検証手続きおよび例外
に関する第11条・第12条・第13条・第15条の国内法
化の期限。

2027年7月10日：AMLD Ⅵの国内法化期限及び
AMLRの適用

反腐敗指令 2025年12月2日：欧州理事会と欧州議会が反腐敗指
令について合意に到達 反腐敗指令の公布及び発効予定 EU反腐敗戦略の公表予定 国内法化期限（公布後36か月の猶予期間が設けられている第21a

条(4)の予防措置要件および第21b条の国家戦略を除く）

消費者保護 リテール投資戦略 (RIS)
2025年12月18日：RISパッケージについて欧州議会と
欧州理事会が暫定合意に到達。正式な採択と公布は
2026年初頭を予定。

ESMAによるRISに関するテクニカルスタンダードの
公表予定 PRIIPs規則のみ適用予定（公布後18か月） 国内法化予定(公布後24か月) 適用予定(公布後30か月)

消費者信用指令 (CCD) II 2025年11月20日：CCD IIの国内法化期限 2026年11月20日：CCD IIの適用

遠隔で締結される金融サービス契約に関する指令 2025年12月19日：国内法化期限 2026年6月19日：適用開始

株主の権利に関する指令 (SRD II) SRD IIの見直予定

保険再建・破綻処理指令 (IRRD) 2027年1月29日：IRRDの国内法化期限、及び2027年
1月30日からの適用

インベストマネ
ジメント及び金
融商品

オルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令(AIFMD) II & UCITS VI 2025年11月：AIFMD II及びUCITS VI指令に基づく流
動性管理ツールに関する欧州委員会の委任規則案

2026年4月16日：AIFMD II／UCITS VIの国内法化期
限及び施行、統合的な監督データ収集に関するESMA
報告書の公表

2027年4月16日：AIFMD IIの全面適用、監督報告に
関するESMAのRTS、ファンド名称に関するESMAガイ
ドライ

2028年4月16日：委任（UCITSのみ）及びレバレッジ（AIFMDのみ）
に関する欧州委員会の委任法令

UCITS - 適格投資資産指令(EAD)レビュー EADレビューに関する立法提案予定

サステナブルフ
ァイナンス

第1次サステナビリティに関するオムニバス簡素化パッケージ 2025年12月31日: CSRDおよびCSDDDの適用開始時
期を延期する「ストップ・ザ・クロック」指令の法制化

2026年1月1日: ESRS 緊急修正措置（Quick Fix）適用
サブスタンス（実態）指令は発行後12か月で移行 欧州委員会による改訂版欧州サステナビリティ報告基準（ESRS Set 1）の採択 2027年1月1日: 新しいしきい値を満たす企業に対し

てCSRD報告適用 2028年1月1日: EU域外の大企業に対してCSRD報告適用

EUタクソノミ規制
2026年1月1日: オムニバス委任規則（Omnibus 
Delegated Act）の適用 - 金融機関は非気候目的の
タクソノミー適合性や、改定された気候基準に基づい
て報告

EUタクソノミーにおける気候変動法令および環境委任法令の技術的スクリーニング基準の改定

サステナブルファイナンス開示規則改正 (SFDR 2.0) 2025年11月20日:欧州委員会によるSFDRの立法提
案 SFDR 2.0 は発効から18か月後に適用予定

EUグリーンボンド基準（EU GBS） 2026年6月21日: ESMA認定の外部レビューアーの
監督制度

2026年12月21日：サステナビリティ・リンク債を規制
する必要性に関する欧州委員会の報告書（立法提案
の可能性を含む）

2028年12月21日：規制見直しに関する欧州委員会の報告書及び
証券化債券市場の動向に関するESAs（欧州監督当局）の報告書
が公表予定

ESGリスク管理(環境分野におけるシナリオ分析を含む） 2025年11月5日：ESGシナリオ分析に関するEBAガイ
ドラインの公表

2026年1月11日：ESGリスクに関するEBAガイドライン
の適用（小規模・非複雑な機関を除く）

2027年1月：ESGシナリオ分析に関するEBAガイドライ
ンが適用（1月1日）、ESGリスクに関するガイドライン
が適用（1月11日）

ESGレーティングに関する規制
2026年7月2日：ESG格付規則の適用
2026年8月2日：既存のEU域内ESG格付業者は、2026
年11月2日までに認可又は認定を申請しなければな
らない

2026年11月2日：事業継続を希望する小規模ESG格
付業者は、この日までにESMAへ通知する必要がある

オペレーショナ
ルサイバーレジ
リエンス

デジタルオペレーショナルレジリエンス法（DORA） 2025年11月18日：ESAs（欧州監督当局）による重要
第三者サービス提供者の指定

NIS2指令（Network and Information Security Directive 2 NIS II 指令のルクセンブルクにおける国内法化予定

サイバーレジリエンス法（CRA）
2025年12月11日: サイバーセキュリティ上の理由に
より通知を遅延させるための条件・用語を定義する
委任法令

2026年6月11日：適合性評価機関の通知に関する第
IV章の適用 2026年9月11日：製造業者に対する早期報告義務 2027年12月11日：CRAの全面適用

2028年6月11日：既存のEU認証及びデジタル製品の承認はこの日
まで有効（有効期限がそれ以前に到来する場合や別途期限が定め
られている場合を除く）

デジタルトラス
トおよびデータ
保護とプライバ
シー

デジタル・オムニバス・パッケージ（EUデジタル・オムニバスを含む）
2025年11月19日：デジタル簡素化パッケージの公表
及びデジタル・フィットネスチェック・コンサルテーショ
ンの開始

デジタル・フィットネスチェックを踏まえた欧州委員会
による提案予定

EUデジタルIDウォレット (eIDAS 2.0) 2025年12月2日：EUDIW 実施法に関するコンサルテ
ーション開始（2026年第2四半期までに採択予定）

2026年5月21日：2024年5月以前に認定されたトラス
トサービスプロバイダーは、適合性報告書を提出しな
ければならない

2026年11月：採択及び発効から24か月以内に、加盟
国は自国の市民にEUデジタルIDウォレットを提供しな
ければならない

2027年11月：民間事業者（大規模オンラインプラット
フォーム及びゲートキーパーを含む）は、求めがあった
場合、ユーザー認証手段としてEUデジタルIDウォレッ
トを受け入れなければならない

EU AI規制法
2025年10月8日：主要なEUセクターにおける導入加
速を目的とした「AI戦略の適用」に関する欧州委員会
のコミュニケーション

クラウド及びAI開発法（Cloud and AI Development 
Act）に関する立法提案予定 2026年8月2日： AI規制法全面適用 技術標準及びガイドラインの公表予定

2027年8月2日：第三者適合性評価が要求される安全
コンポーネントまたは製品について、高リスクAIシステ
ムとしての分類が適用

EUデータ法
2026年9月12日: コネクテッド製品・サービスにおい
て、ユーザーがアクセス可能で機械可読データをデフ
ォルトで整備することを義務化

2027年9月12日：2025年9月12日以前に締結された
契約のうち、期間の定めのない契約、または2024年1
月11日以後少なくとも10年間の契約期間を有する契
約について、第IV章が適用される

デジタルアセッ
ト

暗号資産市場規則 (MiCA)
2026年3月2日:  暗号資産サービスプロバイダー

（CASP）が電子マネートークン（EMT）に関連するサ
ービスに対してが決済機関（PI）ライセンスを必要とし
ていた移行期間の終了

2026年6月30日: 既存の暗号資産サービスプロバイ
ダー（CASP）がMiCAフルライセンスを取得するため
の期限

EU DLTパイロットレジーム
EU DLTパイロットレジームの「Extension（延長・拡
充）」「Amendments（改正・修正）」「Permanence（恒
久化・永続性）」の評価に関する欧州委員会の公表

市場統合パッケージ（MIP）におけるパイロットレジー
ム改正の整備予定

デジタルユーロ 2025年12月19日: EU理事会は、デジタルユーロの導
入に合意、欧州議会との本格的な交渉が可能に 2026年: デジタルユーロ規制の採択予定 2027年: パイロット運用および初期取引開始予定 2029年: デジタルユーロ発行予定

決済とオープン
ファイナンス

EU 即時決済規則 (IPR) 2025年10月9日: ユーロ圏内のプロバイダー即時送
金の「受信」義務化

2027年7月9日:ユーロ圏外のEU加盟国に所在する決
済サービスプロバイダーも即時振込規制義務化

PSR（決済サービス規則）とPSD3（第3次決済サービス指令）(PSR/ PSD3) 2025年11月27日: 欧州議会・理事会間の暫定合意、
正式採択待ち

PSD3における「機関」および「参加者」の定義変更
予定 PSR適用およびPSD3.国内法制化予定 受取人名・識別子の不一致および検証サービスの誤用とプロバイダーの責任に関する規

制適用予定

金融データアクセス規則 (FIDA) FIDAフレームワーク採択予定

EU単一アクセスポイント (ESAP) 2026年1月: ESAP指令の移行期限 2026年7月10日: ESAPプラットフォーム1次データ収
集 2027年7月10日: ESAPの完全な運用開始 2028年1月10日: ESAPプラットフォーム2次データ収集

ガバナンス 欧州中央銀行 (ECB) ガバナンスとリスク・カルチャーに関するガイド ECB最終ガイド公表予定

欧州銀行監督機構(EBA)内部ガバナンスに関するガイドライン 最終ガイドライン公表予定

賃金格差透明化指令 2026年6月7日: EU賃金透明性指令の国内法化期限 2027年6月7日: 男女間賃金差異（ジェンダーペイギャ
ップ）の公表義務化に関する初回報告期限

EBAサードパーティリスクの健全な管理に関するガイドライン Non-ICTサードパーティリスクの良好な管理のための
EBAガイドライン公表予定

税制 EU行政協力指令第8弾/共通報告基準2.0 DAC 8/CRS 2.0 2026年1月1日: DAC8 and CRS 2.0の発効 2027年6月30日: DAC8に関する報告期限 

EU FASTER指令 2028年12月31日: FASTER指令の国内法化（2030年1月1日発効）

会計 IFRS 18 EFRAGによるIFRS18のエンドースメント予定 銀行業界向けの新しいFinRep（財務報告）IFRS18テ
ンプレートの公表および適用予定 2027年1月1日: IFRS 18適用

その他アップデ
ート EUにおける倒産法（Insolvency Law）の調和 2026年: 2025年11月に暫定合意された内容に基づき、公式に指令が採択され、EU官報に掲載・発効される見通し（期限が発効から36ヶ月後（約3年後）に設定予定）

最重な優先事項

2025年版からの新規項目
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本資料は2026年2月13日に発行されたもので、ルクセンブルクの金融業界に関連すると想定される規制動向の一部を抜粋して示したものです。
網羅的な資料とすることを意図したものではなく、また、法的・規制上の助言その他の専門的アドバイスを構成するものではありません。
本資料の内容は、公表時点で入手可能な情報およびその解釈に基づくものであり、今後変更される可能性があります。
最新の規制動向および貴社に関連するガイダンスについては、本資料に掲載されているDeloitteの担当専門家までお問い合わせください。
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